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本市では、「新つるがいきいき子ども未来プラン（第２期敦賀市子ども・子育て支援事業計画・第４期敦
賀市次世代育成支援対策行動計画）」において、「子どもたちの成長をみんなで支えあうまちづくり」を基本
理念として、施策を進めてきました。
第８次敦賀市総合計画では、「好循環が継続する、発展し続ける地域」と地域ビジョン（基本理念）を掲げ、
結婚支援や子育て支援等、様々な人口減少対策に係る施策に取り組んできました。
今回策定する「敦賀市こども計画」は、こども・若者の権利が保障され、健やかに成長できるとともに、将
来にわたって幸せに生活できることを目指して、必要な取り組みを進めていく計画です。この計画は、「こども
基本法」に基づく市町村こども計画として策定する計画で、これまでの子ども・子育て支援事業計画及び次世代
育成支援対策行動計画を内包するとともに、若者世代への支援や貧困対策も含む計画として策定するものです。

本計画は、こども基本法第10条第２項に定める「市町村こども計画」として策定するもので、こども大綱
及び福井県計画を踏まえて策定する計画です。同時に、「子ども・若者育成支援推進法」に基づく市町村子ども・
若者計画、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく市町村計画を含む形で策定する計画です。
本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として、子ども・
子育て支援に関する各事業の実施目標等を掲げています。
また、本計画は次世代育成支援対策推進法第８条第１項に定める「市町村行動計画」として位置付けると
ともに、「第８次敦賀市総合計画」や関連する分野別計画との整合性を図りながら策定しました。

計 画 の 法 的 根 拠 と 位 置 付 け

●敦賀市教育振興基本計画 ●敦賀市障がい者基本計画
●敦賀市障がい福祉計画 ●敦賀市障がい児福祉計画
●健康つるが21計画（敦賀市健康増進計画）
●敦賀市人権施策基本方針
●第４次つるが男女共同参画プラン
●敦賀市高齢者健康福祉計画　等

●こども基本法

●  子ども・子育て
支援法

●  次世代育成支援
対策推進法

●  子ども・若者育
成支援推進法

●  子どもの貧困対
策の推進に関す
る法律

敦賀市こども計画
つるがいきいきこども未来総合プラン

第８次敦賀市総合計画

国 
第５期敦賀市地域福祉計画

整合・連携

計 画 策 定 の 趣 旨
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本市における子ども・子育て支援施策をこども及び子育て家庭
の実情を踏まえて実施するため、公募による市民、保護者代表、
学識経験者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者等で
構成する「敦賀市子ども・子育て会議」を設置し、本計画の内容
について協議しました。

敦賀市では、出生数は、平成29年か
ら令和４年との比較では２割以上（133
人減）の減少となっています。また、
未婚率については、国・県と比較して
低いものの、平成27年と令和２年の比
較では、20～24歳を中心に全体的に増
加傾向がみられます。さらには合計特
殊出生率では、平成29年の1.64から令
和４年では、1.46と減少しています。
このように、出生数、未婚率、合計
特殊出生率等のこどもに関する指標は
減少傾向にあるため、敦賀市でこども
を産み育てたいと思う施策や子育て環
境の整備充実が必要となります。

本計画の期間は、令和７年度から令和11年度までの５年間とします。

計 画 策 定 体 制 と プ ロ セ ス

現 状 と 課 題

計 画 の 期 間
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こどもの数の減少、未婚率の増加こどもの数の減少、未婚率の増加
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敦賀市では、女性の就業率をみると、令和２年では平成27年の状況と比べて、20代後半の年代を中心に全
体的に増加しています。また、就学前と小学生の保護者に対するアンケート調査では、就労している割合も、
５年前の調査と比べて増加しており、フルタイムで就労している人は、就学前で32.3％から45.2％、小学生で
35.4％から44.1％に増加し、４割以上がフルタイムで働いていることがわかりました。
こうした女性の就業率の高さや就労の状況を踏まえて、保育ニーズにあわせたサービス提供を行い、安心して
子育てができる環境整備が必要となります。

こどもワークショップの中で「敦賀こどもみらいのまちの居場所のアイディア」をこどもたちから募りました。
様々な意見が出ていましたが、共通して多かったのは、テーマパーク、ショッピングセンター等娯楽施設や商
業施設等の“楽しさ”や“活気”を望む意見がありました。遊びに関しては、カードゲーム等を通じて交流できる
場所、昔の遊びを教えてもらえるところ等、娯楽を通じて交流できる場所という提案もありました。

女性の就労状況やニーズを踏まえた環境整備女性の就労状況やニーズを踏まえた環境整備

こどもの居場所づくりこどもの居場所づくり

02

04

学童期（６～12歳）は、こどもにとって、身体も心
も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、
社会性等を育む時期です。
小学生高学年の児童本人のアンケート調査では、「今
の自分が好き」と思う自己肯定感については、81.9％
とこども大綱に定められている国の目標の70％を上回っ
ていました。“敦賀”のこどもたちは自己肯定感が高い
中で成長していることがうかがえます。
「自分の将来の明るい希望」については、82.8％と８
割以上が“希望がある”という回答をしており、国の目
標の80％をこちらも上回っています。
こうした結果を受けて、こどもが成長する中で、明る
い将来の展望を持っていきいき暮らすまちづくりを目指
していく必要があります。

自己肯定感・将来の希望自己肯定感・将来の希望03

●自分の将来について明るい希望

●自分のことが好きか

小学４年生以上
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そう思う どちらかといえば、そう思う
どちらかといえば、そう思わない そう思わない
無回答

81.9％

小学４年生以上
ｎ=226 42.5 40.3 13.3
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82.8％

そう思う どちらかといえば、そう思う
どちらかといえば、そう思わない そう思わない
無回答
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45.2％就学前
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44.1％ 0.4
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フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまで就労したことがない
無回答

今回調査

0.6



4

親と子への切れ目のない支援

こども一人ひとりの成長を育む環境づくり

こども・若者の権利が尊重され、自ら意見を表明することができ、最善の利益が図られるまちの実現を
めざして、本計画の基本理念を「すべてのこども・若者がしあわせに暮らすまちづくり」と定め、こども・
若者に関わる施策を全庁的に展開していきます。

基 本 理 念 ・ 基 本 目 標 ・ 主 な 関 連 事 業 等

（１）乳幼児期の事故防止
（２）保健医療水準の向上
（３）出産・育児相談の充実
（４）プレコンセプションケアの普及と不妊の方への支援の充実
（５）初期救急と二次救急医療体制の充実
（６）周産期保健医療体制の整備

（１）育児相談・指導の充実
（２）思春期保健対策の推進
（３）食育の推進

（１）障がい・発達障がいの早期発見
（２）療育支援体制の整備
（３）相談・情報提供・参加支援体制の整備

（１）幼児教育・保育の量の拡充と質の向上
（２）多様な保育事業の推進
（３）教育・保育関係者の研修や連携等の充実
（４）敦賀市「知・徳・体」充実プランの実施
（５）健やかな体の育成
（６）地域とともにつくる学校

（１）放課後を含むこどもの居場所づくり

（１）体験を通したこどもの心身の育成

（１）有害環境対策の推進
（２）犯罪の被害防止活動と被害を受けたこどもの保護

安心して出産ができる環境を
整備する

質の高い教育・保育を充実させる

１－１

２－１

心と体の健やかな成長を支援する
１－２

豊かな体験や活躍の場をつくる
２－３

居場所づくりを推進する
２－２

こどもの発達を支援する
１－３

こども・若者の安全・安心な環境をつくる
２－４

2基本目標

1基本目標

すべてのこども・若者がしあわせに暮らすまちづくりすべてのこども・若者がしあわせに暮らすまちづくり

基本理念
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子育て家庭を地域で支える環境づくり

すべてのこども・若者の立場に立った支援

若い世代の生活基盤の安定の支援

（１） 市民団体等との連携による子育て支援ネットワークづくり
と場の確保

（２）世代間交流の推進
（３）家庭教育の支援
（４）地域社会全体での子育て支援

（１）子育て支援センターの機能充実
（２）子育て支援に関する情報提供・相談支援の充実

（１）こどもがありのままに生活できる環境づくり
（２）こどもの遊び場・憩いの場となる公園・緑地の整備
（３）こどもの交通安全を確保するための活動の推進
（４）良質な住宅・住環境の確保
（５）安心して外出できる環境の整備（バリアフリー化の推進）
（６）安全・安心まちづくりの推進

（１）こどもの権利の尊重・意見の表明機会の確保
（２）ヤングケアラーの早期発見・支援

（１）子育て環境支援が必要な家庭への対策
（２）母子、父子、未婚等のひとり親家庭への支援
（３）児童虐待防止体制の整備
（４）いじめ、不登校、引きこもり児童等への対応

（１）結婚・子育てへの支援体制の構築

（１）こどもに対する子育て教育の推進
（２）ワーク・ライフ・バランスの推進
（３）経済的な負担の軽減

地域社会における子育て支援活動を
推進する

３－１

3

4

基本目標

基本目標

結婚・子育てを支援する
５－１

こども・若者の権利を守る
４－１

未就園の親子が集まる場を充実させる
３－２

困難な状況を抱える家庭を支える

安全・安心の生活環境を整備する

仕事と子育ての両立と
経済基盤安定を支援する

４－２

３－３

５－２

5基本目標
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各認定区分に応じた量の見込みを以下のとおり見込み、確保策を定めました。
 満３歳以上の学校教育を受ける小学校就学前のこども
 満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた小学校就学前のこども
　 満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた小学校就学前のこども

（第３期敦賀市子ども・子育て支援事業計画）

量 の 見 込 み と 確 保 方 策

１号認定
２号認定
３号認定

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み

１号認定 236 227 215 205 199

２号認定
教育を希望 32 31 29 28 27

上記以外 1,009 971 921 875 853

３号認定
１・２歳 511 494 505 497 490

０歳 142 139 137 136 136

確保量合計

１号認定 193 193 193 193 193

２号認定 1,351 1,351 1,316 1,284 1,284

３号認定
１・２歳 576 576 564 550 550

０歳 146 146 143 139 139

事業名
量の見込み（提供量）

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

利用者支援事業
（個所）

量の見込み 4 4 4 4 4

確保策 4 4 4 4 4

時間外保育事業
（人/年）

量の見込み 407 394 385 372 366

確保策 407 394 385 372 366

放課後児童健全育成事業
（児童クラブ）
（人/年）

量の見込み 878 831 782 763 731

確保策 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098

子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）

（人日/年）

量の見込み 155 143 140 135 133

確保策 155 143 140 135 133

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育

地域子ども・子育て支援事業

11

22

※確保量の不足分については、設備運営基準を満たした上で、定員の弾力化により定員を超えて受け入れます。
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事業名
量の見込み（提供量）

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

乳児家庭全戸訪問事業
（人/年）

量の見込み 340 347 341 337 335 

確保策 340 347 341 337 335 

養育支援訪問事業
（件/年）

量の見込み 1 1 1 1 1

確保策 1 1 1 1 1

地域子育て支援拠点事業
　（人日/年）

量の見込み 40,023 39,004 39,285 38,723 38,372

確保策 40,023 39,004 39,285 38,723 38,372

一時預かり事業
（人日/年）

量の見込み 18,541 17,901 17,231 16,521 16,176

確保策 18,541 17,901 17,231 16,521 16,176

病児保育事業
（病児・病後児保育事業）

（人日/年）

量の見込み 867 839 819 792 779

確保策 867 839 819 792 779

妊婦健康
診査事業

対象者数
（人/年）

量の見込み 414 405 398 395 394 

確保策 414 405 398 395 394 

回数
（回/年）

量の見込み 5,053 4,946 4,865 4,825 4,812 

確保策 5,053 4,946 4,865 4,825 4,812 

子育て世帯訪問支援事業
　（人/年）

量の見込み 1 1 1 1 1

確保策 1 1 1 1 1

児童育成支援拠点事業　
（人/年）

量の見込み 33 33 33 33 33

確保策 33 33 33 33 33

親子関係形成支援事業
　（人/年）

量の見込み 41 41 41 41 41

確保策 41 41 41 41 41

妊婦等包括相談支援事業
　（回/年）

量の見込み 764 750 737 731 729

確保策 764 750 737 731 729

乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制度）

（人/日）

量の見込み 0 17 17 17 16

確保策 0 17 17 17 16

産後ケア事業
（人日/年）

量の見込み 730 714 702 696 694

確保策 730 714 702 696 694
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